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実際の就業規則見直しでは、社内で委員会や検討会な
どをつくり、主体的に取り組んでもらうようにすると良
いでしょう。小規模な企業においては、社員全員で取り
組むことが理想ですが、自社の規模に応じて適切な人数
で進めるようにしましょう。

就業規則の見直しは「働く環境づくりのガイドライン」
を現実の働く環境に落とし込む作業です。「働く環境の
10 年ビジョン」に向かうため、「未来年表」の計画や「就
業規則の改正計画」を基に出来る事から条文を改正して
いきましょう。その際には当然、法改正の状況なども確
認し、企業のコンプライアンスを整えていくことも重要
です。ただし、法改正にただ機械的に対応するのではな
く、会社の実情にあわせて、社員と話し合いながら対応
を考えていくことが大切です。

見直しに当たっては、「人間尊重の経営」を大切にし、
経営者、経営幹部、社員、社員の組織など、できるだけ
多くの意見を取り入れていくことが大切です。

（１）	定期的に就業規則を見直していきましょう。た
だし、機械的に対応するのではなく、会社の事情に
あわせて、社員と話し合いながら対応を考えていき
ましょう。

（２）	一定期間中の出来事で、判断が求められ困った
ことや、対応できなかった事例について、見直しの
課題にしていきましょう。

（３）	定期的に、社内で働く環境アンケートをとり、
「社員の思い」を知ること、その出された事項につ
いて、「できること」「できないこと」を判断して、
見直しに反映させていくことが大切です。そして、

「本来のありたい姿」とのギャップを社員とともに
改善していきましょう。

（４）	社内で、委員会や検討委員会などをつくり、意
見交換をしながら、働く環境づくりに取り組み、そ
の中で、就業規則の見直をしていきましょう。

（５）	経営指針の実践の過程で、「企業変革支援プロ
グラム」「働く環境分析シート」「わが社の働く環境

の 10 年ビジョン検討シート」などを活用して、働
く環境づくりの到達点を総括して、今後の方針をた
てて、その到達点を就業規則に反映させていきましょ
う。そして、毎年の経営指針の発表会に合わせて、
見直した就業規則も発表していきましょう。

2 就業規則の運用〜社員に公開して働き方の
「ものさし」として活用する

就業規則はつくったけれど、「労働基準監督署に届けて
いない」「社内に公開していない」「社員が自社の働く環
境についてよくわかっていない」などの事例が多く見ら
れます。このことは、就業規則はつくったけれど、就業
規則を活用できてない企業がまだまだあることを示して
います。

また、自社の働く環境が、労働基準法や労働契約法な
どの水準に到達していない企業は、少なくないと見込ま
れます。あらためて、「労使見解」の「１．経営者の責任」
に立ち返り、自社の現状を社員と真摯に向き合って、社
員と共に、働く環境の改善の方向性を探っていくことが
大切です。

就業規則の運用とは、①就業規則を公開して、会社み
んなのものにしていくこと、②それを通じて、働き方の「も
のさし」として活用し、職場に自主的、自律的な職場規
律を確立していくことです。そしてそのことにより、全
社一丸の企業づくりをめざすものです。

運用に際しては、機械的に運用するのではなく、個人
の条件に配慮し、個人の自主性や良心が発揮されるよう
に心がけていく必要があります。

（１）	就業規則の公開（社員）	
	 ― 経営指針書と就業規則を合冊にして公開

法律上、「周知義務」として「使用者は、就業規則を
常時各作業所の見やすい場所に掲示し、または備え付け
る等の方法によって、労働者に周知させなければならな
い」ということが定められています。就業規則を公開す
ることは、就業規則をみんなのものにしていく第一歩です。

また、経営指針と就業規則を同時に改正し合冊にして
発表することで、経営指針に働く環境づくりの課題や、

１ 就業規則の見直しこそ
社員と話し合いながら

組織的取り組み ～社員とともに見直し、運用する

第８章

�ž
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就業規則の見直しを位置づけていくことも有効です。

（２）手帳・ダイジェスト版の作成、	
	 「働くルールブック」をつくる

就業規則や、就業規則に書き切れない運用のルールな
どを、社員が理解しやすいように、手帳やルールブック
等としてつくっていくことも方法のひとつです。

（３）就業規則説明会を開く
就業規則説明会を開き、創業時の社長の思い、会社の

存在意義、社員に対する思い、これからどんな未来をつ
くりたいのか、そして、なぜ就業規則をつくろうと思っ
たのか、また、なぜ変更しようと思ったのかなどを伝え
ることが大切です。そして、就業規則の説明を行い、社
員からの意見を出してもらいましょう。そのことにより、
社員の就業規則やその運用ルールに対する理解を深めて
いくことができます。

そのなかで、社員の意見を取り入れて、就業規則を豊
かにつくりかえていくことも大事です。また場合により、
一人ひとりに説明をすることも必要です。

また、新入社員への入社時教育としても就業規則につ
いて説明していきましょう。

（４）就業規則の公開（社外公開）
ホームページや求人の際などに就業規則を公開してい

る例も数多く見られます。
「こういう価値観で、社内ルールをつくり上げ、それ

にそった社員がサービス・商品を提供しています」と自
社の大切にしている価値観を対外的に宣言していく。ま
た、「社員を大切にしています」「働きやすい会社づくり
に取り組んでいます」などのメッセージを伝えていくこ
とができます。

さらに、求人の際に、給与規定まで公開している例も
あります。このことにより、社員採用の取り組みにも効
果が上がっています。

こうした取り組みによって、対外的に、「人を大切に
する経営」を実践していることを伝えていきましょう。

（５）求人の際などに公開
求人の際に、就業規則を公表することで「人を大切に

する経営」を実践していることが伝わります。

（６）	就業規則を職場での働き方の「ものさし」として	
	 運用していきましょう

①募集、採用、配置、昇進、出退勤、賞罰、等の判断
基準としていく

②さまざまな業務遂行にあたっての判断基準としていく。
③労使関係のあり方が問われる際の判断基準としていく。

3 就業規則の作成、運用、見直しを同友会の	
運動として位置づけていきましょう

同友会の三つの目的の第一に「同友会は、ひろく会員
の知識と経験を交流して、企業の自主的近代化と強靱な
経営体質をつくることをめざします。」とあります。

働く環境づくりの課題は、総合的な取り組みであり、
避けることはできません。会員の経験等を積極的に交流
していきましょう。

（１）	働く環境づくりの取り組みを同友会の運動として
位置づけて取り組んでいくことが重要です。経営
指針成文化セミナーや経営指針を創る会などでは、
経営指針の中に働く環境づくりの課題を位置づけ
ることを提起していきましょう。支部例会などの
経営体験報告に際しては、働く環境づくりの実践
についても盛り込むように呼びかけていきましょう。

（２）	同友会内で率直に経営問題を相談しあえるような関
係づくりを強化していくことのひとつの実践として、
各社の働く環境についてザックバランに語り、学び
合う、「運動としての就業規則作成・見直し」「運動
としての働く環境づくり」を進めていきましょう。

（３）	「労使見解」を理解して、実践している専門家を育
てていきましょう。「働く環境づくりのガイドライ
ン」の取り組み、「人を生かす就業規則」づくりの
運動を進めていくうえで、「労使見解」を理解し、
その実践をしている専門家を育ててゆきましょう。

4 「組織的取り組み」をまとめる
就業規則は定期的に見直しを行い、組織的に運用して

いくことが必要です。第８章の記述を参考にして、フォー
マットの「組織的取り組み」の欄をまとめます。主に以
下のような項目について明らかにします。
就業規則見直しの発議（提案）の仕方：就業規則見直し

の提案は、誰が、いつ、どのような形で行うことがで
きるのか。

意見集約の方法：就業規則見直しの提案があった場合、
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組織的取り組み記入シート

項　　目 記　　　入　　　欄

就業規則見直しの
発議（提案）の仕方

意見集約の方法

社内での合意形成の
方法

ＰＤＣＡのまわし方

社内の担当組織

その他

　（どのようにして課題を発見し、解決、実現していくのかを記載しましょう。）

それに対して社員からどのような形で意見集約を行うか。
社内での合意形成の方法：就業規則見直しについて、社

内全体の合意形成をどのような方法で行うのか。
ＰＤＣＡのまわし方：就業規則見直し・運用について、

どのような形で組織的・計画的に進めていくのか。

社内の担当組織：就業規則の見直し・運用を担当する組
織・担当者はどのようなメンバーで構成し、どのよう
に運営していくか。
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「働く環境づくりのガイドライン」作成プロジェクト
では、全国行事の経営体験報告や企業ヒアリングなどか
ら働く環境づくりに積極的に取り組んでいる会員企業の
実践事例を学んできました。それらの多くの企業に共通
している点や教訓を整理すると以下の点が挙げられます。

（１）働く環境づくりは「経営者の覚悟次第」
働く環境づくりは「経営者の意識改革が重要」「経営

者の覚悟次第」という指摘が多くの方に共通していまし
た。「残業をするのは当たり前」「長時間働くことが美徳」
という意識からまず経営者が抜け出すことが必要という
ことが、複数の方から強調されていました。

（２）生産性向上の鍵は、社員の自主性・自発性の発揮
働く環境づくりには業務改善や仕組みづくり、IT活

用、多能工化などによる生産性向上が不可欠です。そし
て生産性向上の鍵となるのは、社員の自主性・自発性の
発揮ということです。経営者が労働時間短縮などについ
て実行する強い意志や、ビジョン・方針を明確にする中
で、また社員教育などを地道に取り組むことにより、社
員が自主的に生産性向上の仕組みを考え実践する気風も
生まれてくるということが、多くの方から語られていま
した。

（３）会社や業務の見える化、情報公開・共有が重要
生産性向上、社員の自主性・自発性の発揮に関わって

重要となるのが、会社や業務の見える化、情報公開・共
有という点です。経理の公開も含めて、会社の状況をオー
プンにし、経営者と社員が情報を共有することが、生産
性向上や社員の自主性・自発性の発揮にも欠かせないと
いうことが共通していました。

（４）顧客との関係や事業の見直しも必要
働く環境づくりを進めるためには、顧客との関係や事

業の見直しも求められることになります。例えば、下請
け仕事では価格と納期が押し付けられ、残業が多くなり、
利益率も低くなりがちです。条件に合わない仕事は、勇
気をもって「値上げ交渉をする」「断る」などの経営者
の決断や、自社の業務を明確化し、できることやできな

いことを明確にし、顧客の理解を得るということも重要
となります。また、「不公正な取引慣行の改善が必要」
との指摘もありました。

（５）社員参画型の就業規則
社員との話し合いを大切にし、社員の意見を取り入れ

ながら就業規則の作成・見直しに取り組んで、社員との
信頼関係を構築することが、社員の自発性と創意性を育
み、規律を守る、好ましい社内風土を生み出す、という
声が聞かれました。

（６）働く環境づくりのメリット
働く環境づくりによって社員の定着率が向上し、結果

として募集費・教育費が削減されるというメリットも生
まれます。「お金と時間をかけて社員を採用・教育して
いるのだから、その社員が辞めたらもったいない」「社
員が知り合いを誘ってくるので求人の費用はゼロ」との
趣旨の発言が複数の方からありました。

（７）同友会に参加する中で見直しが進む
同友会運動との関わりで働く環境の見直しが進んでい

ます。経営指針成文化セミナーや創る会に参加する中で
経営姿勢の見直しを迫られたり、共同求人に参加する中
で就業規則などの整備を迫られたり、社員研修に経営者
が参加し他社の社員の声を聞くことで「うちの社員も声
には出さないけど、こう思っているのでは」と気づいた、
という経験が聞かれました。

（８）働く環境づくりは総合的課題
以上、働く環境づくりは単に人事面の課題だけではな

く、事業領域の見直しや社員教育、経営環境改善なども
含めた総合的な課題でもあり、経営指針に位置づけ労使
が力を合わせて取り組んでいくことが重要であることが
多くの実践事例から確認されました。

働く環境づくりの実践事例

会員企業の事例の教訓・共通点１
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会社概要

設立：1997年、資本金：300万円、社員数：23名うちパート・
アルバイト15名、年商：9,500万円、
事業内容：美容室、エステ、ネイル、ブライダル美容
URL　 http://www.kyo2.info/top/

報告要旨

同友会・経営指針での学び・気づき
同友会には 2005 年に入会、2009 年に経営指針を創る

会を受講しました。美容業界は住み込みで働きながら技
術を磨くということが当たり前でした。私は経営指針を
創る会を受講して、自分が育った古い美容業界そのまま
の経営をしていたことに気がつきました。そこで働くス
タッフに仕事を教えているのは自分だから、稼いでいる
のは私という意識でした。スタッフを一つの駒のように
あつかっていたのです。当然、社員は辞めていきました。

何のための経営なのか、何のために生きているのか、
を問いかけ、そこでつくった経営理念は「美の技を磨き、
喜びと幸せ、感動を共有します」でした。経営指針をつ
くる中で気がついた一番大切なことは、スタッフも人間
だということ、そして会社は経営者のものではないとい
うことでした。

美容業界の現実
美容室は華やかな職業である一方で、ブラック企業で

もあります。美容室の一日の営業時間は平均で 9.4 時間
です。しかしここで終わりではなく、終わった後も練習
会という技術研修があり、夜中までやっている場合もあ
ります。一緒に付き合っている先輩スタッフには残業代
もありません。

美容室業界の１カ月の平均休日は 5.5 日で、美容師の
平均年収は 28.8 歳で 272 万円です。美容師の離職率は
１年目で 45％、３年で 72％、５年で 88％と、とても離
職率が高いです。

安心して働ける場所づくりにむけて
安心して働ける場所づくりにむけて最初に取り組んだ

ことは、社員の声を聞くことでした。
次に、加入対象者全員のスタッフの社会保険への加入、

就業規則の作成と見直しに取り組みました。就業規則は
もともとありましたが机の中にしまってあるだけのもの
でした。毎回見直しています。就業規則は会社を守るた
めではなく、社員を守るためのものとして作成しました。

そして労働環境の改善です。美容の仕事は、土日など
忙しいときはトイレや食事を取る時間もないというのが
実状です。そこでスケジュールやシフトを適正に組み、
スタッフルームを改善し広くして、きちんと食事が取れ
て、トイレもいける、そして休みもきちんと取れる仕組
みをつくりました。

さらに社員にとっての適正な仕事の確保にも取り組み、
シャンプーや薬剤などで手荒れがひどくなりアレルギー
になったスタッフがいたので、そのためにシャンプーや
薬剤を使わなくてもいい仕事をつくることをしました。
ブライダルやエステ、雑務などに配置転換し長く勤めて
いただけるような職場をつくりました。スタッフの目線
にたった働く場所の確保というのが大事と思いました。

女性が働ける環境づくり
女性が働ける環境づくりでは、産休・育休がしっかり

とれる仕組みづくりに取り組みました。スタッフには学
校や保育園行事への積極的な参加を促しています。シフ
トやスケジュールに入れてきちんと休むようにしましょ
うと伝えています。子育て中は病気など家族の急な用事
で早退・時差出勤などがたくさんありますが、これは社
員同士がお互いに融通しあい助け合っています。

また、雇用形態の柔軟な対応もしています。子育て中
は社員からパートになるスタッフもいますし、子どもの
大学などの学費のためにパートから社員に戻るスタッフ
もいます。

一生働ける職場づくり
一生働ける職場づくりでは、休日についての取り組み

です。先ほど美容師の平均休日は 5.5 日という話をしま

働く環境づくりの実践事例２

経営指針書作成からの労働環境の変化
㈲京美容室　代表取締役　関原英里子氏（新潟）
（第 47回中小企業問題全国研究集会　第 7分科会報告より）
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したが、弊社では年間 108 日の休日がとれるようにしま
した。連続１週間休みたいなど社員の希望をとって有給
休暇やシフトを工夫しながら休みが取れるように取り組
んでいます。

コミュニケーションも重視しています。社員との交換
日記を続けています。社員の今の状況がよくわかるツー
ルとなり、私の宝物となっています。

自分の将来像を先輩スタッフの姿から見ることができ
る職場づくりにも取り組んでいます。各店舗のスタッフ
の配置を工夫し、入社から結婚、そして出産、産休・育
休から復帰し、管理・指導の仕事に就くという流れが先
輩の働き方から学べるようにしています。若いスタッフ
が先輩と関わり、将来像がわかるようスタッフ配置をし
ています。

成果と現状
こうした取り組みの中で、気がついたことは「社員さ

んの生きている時間をいただきながら経営している」と
いうことです。その大切な時間を無駄にしないために経
営者として何をしなければならないのかということです。
社員さんは一生懸命お客様のために時間を使って働いて
います。経営者は、そんな社員さんのためによい働く環
境をつくるように働くことが重要だと気がつきました。

その結果、社員の定着が良くなりました。今まで社員
の結婚は 12 組となり、出産も 18 回ありました。出産後
の職場への復帰率は 95％です。求人にかける費用はゼ
ロ。社員が新しい社員を連れてくるようになったからです。

経営指針には社員さんがやりたいことをいっぱい書い
てもらっています。社員全員で共有し３カ月に１回見直
して、次につなげるようにしています。経営指針の実践、
労働環境の改善などで、社員さんが「この会社に入って
よかった」と言ってくれて大変うれしく思っています。

今後の目標として
今後の目標として社員さんの豊かな暮らしを実現した

いと考えています。まずは低賃金からの脱出を目指して
います。また介護問題も出てきますのでワーク・ライフ・
バランスに取り組みたいと考えています。美容師の社会
的地位のアップにも取り組むつもりです。美容室の労働
環境が他の業界の労働環境と同じぐらいになるよう私ど
もの会社から発信できたらと思います。
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会社概要

設立：1969年　資本金：3,000万円　年商：9億6,000万円　
社員数：40人（うちパート2人）
事業内容：建築金物、橋梁金物、各種吊具の設計・製造・販売　
http://www.auzac.jp

報告要旨

当社は 1945 年に現社長の父が溶接加工業を創業。創
業当時はリヤカーを製造し、現在は建築物や橋梁の部品
を作っています。主人が、二代目の社長です。90 年 11
月に社長が同友会へ入会後、社長と同じ価値観で経営し
たいと思い、翌年私も同友会へ入会しました。

ダイバーシティー経営を目指し、男女や国籍を問わず、
年齢を問わず、障害のあるなしを問わない採用をしてい
ます。定年後もキャリアを活かせる生涯現役制度も導入
しています。

私の仕事は、社員が働きやすい環境を整えることです。
例えば、残業時間の削減。6 年間で残業時間の 6 割削減
に取り組みました。この取り組みが評価され、昨年から
内閣府の「働き方改革実現会議」の有識者議員の委嘱を
受けました。

共同求人活動と理念づくりを始める
当社は 92 年から共同求人で新卒採用に取り組み始め

ました。当時は平均年齢 54.5 才で 10 人足らずの会社で
した。若い人が入社する会社にしたいと、新社屋を建
設。工場内も冷暖房完備し、コンピューター制御の機械
を導入しました。

それまでの採用・育成は退職者が出ると採用するパッ
チワーク人事。そして、若い人に「見て覚えろ」という
教育でした。新卒採用で平均年齢は 32 才まで下がりま
した。就業規則も整えましたが、当時は会社にとって都
合の良い規則でした。また、給与体系もバラバラ。社員
からも不平不満が続出。根拠もなく決めていたので、質
問に答えることができませんでした。

同友会で経営指針の重要性を学び、92 年に指針書を
成文化しましたが、社員に渡して終わりでした。

社内で経営指針作成委員会を立ち上げ、指針を作る活
動をはじめました。

94 年には取引先、金融関係を呼んで指針発表会も行
いました。しかし、発表会に満足して、経営に活かされ
ない状態が 11 年続きます。「この会社の将来が見えない」
と言う社員の声で気づかされ、経営計画を含めた経営指
針書を全員で共有するようになりました。

当時、会議も組織もありませんでした。会議をし始め
て 2 ～ 3 年間、社員の不平不満を聞く事が会議でした。
社員の不平不満をすべて聞き入れ、経営者の悪い所は改
め、仕組みづくり、教育訓練によって改善していきまし
た。社長の都合で動いていた会社が、ルールや仕組みで
動くようになりました。

不景気がやってくる～悪いことは続く
92 年にバブル崩壊。売上を上回る借入金があり、資

金繰りに追われる日々が約 10 年続きました。取引先の
倒産、銀行からの貸し剥がし、貸し渋り、リースも組め
ない状態でした。

人材採用もできなくなり、社長は何人分もの仕事をこ
なすため、夜中まで働きました。取引銀行からは「リス
トラすれば楽になる」と言われましたが、そんな状況で
も社員の解雇や給与カットだけは行いませんでした。

ある時、幹部社員とのやりとりから、社員を家族だと
思わなくては、社員を本気で指導することはできなし、
社員も本気で受け止めてくれないと気づきました。社員
は借金を返す道具だと思っていた経営者でしたが、課題
がでてくるたびに、「家族だったらどう対処するか」を
考えるようになりました。

社員にコスト意識・提案力・発想力が芽生える
経営者の知恵だけでは限られます。すばらしい家族が

たくさんいる。みんなの知恵を借りようと思うようにな
り、不況の中、「コスト削減」の提案を全社員に募りま
した。社員からのすばらしいコストダウンの提案が、た
くさん出ました。全社一丸となって、努力したおかげで、

 経営者の本気を社員に見せていますか！？
 ～社員が自ら考え、行動する会社になるまでのストーリー～

 ㈱オーザック　専務取締役　 岡崎瑞穂氏（広島）
（第 20回女性経営者全国交流会　第 2分科会報告より）
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しだいに黒字に転換しました。自分達が考えた案が会社
の中で取り入れられたことは、やりがいに繋がったと思
います。与えられた仕事だけをしていた社員が、常に考
えながら仕事をする社員に変わっていったのです。

バブル崩壊後社員と共に 10 年間努力し、賞与が年 3
回出せ、昇給もできるようになりました。設備投資も社
員旅行もできるようになりました。「つらい時を乗り越
えて、みんなで成果を味わおう」と言って乗り越えた達
成感を社員も味わってくれたと思います。

休日を増やすことはデメリット？
2012 年から社員の要望で完全週休二日制にしました。

社長が「1 年後に生産高が落ちたら元にもどすよ」とい
う条件で導入です。案の定、1 年後には、生産高が落ち

「元にもどす」と社長は言いました。
数日後、製造部の部長が社長のところへ来て「１年、

猶予を下さい。工夫して生産高を上げます」と言いまし
た。交代制の休憩時間、忙しさの見える化、多能工化の
推進等で、１年後見事に生産高を 100％以上にしていた
のです。
「社員を幸せにしたい」と考えると「仕事と家庭の両

立支援」の計画も次々と浮かび実践できました。
育児休暇や有休休暇の取得や完全週休二日制の導入は

生産性を下げると言われる経営者が多いです。私も以前
は、そう思っていましたが、逆でした。

休日を増やすことで、社員は生産性をアップするため
の工夫をします。利益も増えました。休みを取ることで
稼働率を下げると経営計画通りの利益が出ない。利益を
出さないと、会社は発展しない。そうしないと、自分た
ちの生活は豊かにならないと知っているからです。経営
計画を共有している成果です。

経営者の責任
社員が成長しないのも、潜在能力を出せないのも、会

社の利益が上がらないのも、社内で否定することがあれ
ば、すべて経営者の責任だと気づきました。

顧客満足＝会社の発展＝社員満足だと思っていました
が、社員満足＝顧客満足＝会社の発展だと思うようにな
りました。社員が満足できない会社に成長はないと思い
ます。経営者の究極の顧客は社員です。

働きやすい会社にするのもしないのも、経営者の覚悟
しだいなのです。オーザックに入ってよかったと、すべ
ての社員に思ってもらえるよう、進化し続けていきたい

と思っております。

会員企業の働く環境づくりに関連した実践事例は、中
同協のDOYU NETに掲載されている「経営実践事例」
でも紹介されています。ぜひご覧ください。

■採用をきっかけに労働環境改善に取り組む
（株）新栄　代表取締役　林　卓也氏（千葉）
http://mgz.doyu.jp/touring/181017-150529.html

■生き方改革から始まった残業ゼロへの挑戦
（株）北翔　代表取締役　清水　誓幸氏（北海道）
http://mgz.doyu.jp/touring/180502-142143.html

■働き方改革で業績アップ
（株）T&S　代表取締役　坂巻　健一郎氏（神奈川）
http://mgz.doyu.jp/touring/170927-145829.html

■「絞る」ことで見えた自社の財産
（株）大顕設備　代表取締役　佐竹　壮夫氏（岐阜）
http://mgz.doyu.jp/touring/170726-143139.html
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「人を生かす就業規則」チェックリスト

チェック項目

（１）前文・総則、労働時間、休日・休暇

【前文・総則】

Q1.	 前文には社員が共有すべき理念や当社社員としてのあり方などが記載されていますか？ ２・１・０

Q2.	 総則として就業規則の意義や対象者を明確にし、法令との関係性などを記載していますか？ ２・１・０

【労働時間】

Q3.	 始業・終業時刻は顧客対応やワーク・ライフ・バランスの観点から適正に定められていますか？ ２・１・０

Q4.	 休憩時間の取得方法について適正に定められていますか？ ２・１・０

Q5.	 残業の許可制等、残業を適切に管理できる体制が定められていますか？ ２・１・０

Q6.	 労働時間を適正に確認・記録し、把握できる体制が定められていますか？ ２・１・０

Q7.	 変形労働時間制、フレックスタイム制などの特殊な労働時間制を利用する場合、制度が適正に定
められていますか？ ２・１・０

Q8.	 直行直帰や在宅勤務など特殊な場合の労働時間管理について定められていますか？ ２・１・０

【休日・休暇】

Q9.	 休日は顧客対応やワーク・ライフ・バランス、活力回復の観点から適正に定められていますか？ ２・１・０

Q10.	有給休暇を適正に管理、取扱うとともに、有給休暇を取りやすい体制が築けていますか？ ２・１・０

Q11.	特別休暇や慶弔休暇の制度は適正に定められていますか？ ２・１・０

評価ポイントの意味：
２…十分に検討された規定があり、運用されている　１…規定はあるが検討や運用は不十分　０…規定がない

チェック項目の解説

【前文・総則】

Q1.	 就業規則とは会社と社員とのルールが記載されたものです。
	 その根底として共有すべき理念や価値観、行動指針などを最初に確認しておくことが重要です。

Q2.	 正社員やパート社員等、その就業規則が誰に適用されるものであるのか明確にするとともに、就業規則だけで
は判断できない場合など、法令との関係も明確にしておきましょう。

【労働時間】

Q3.	 労働時間については世間の関心も高く、過度の長時間労働は生産効率を落とし、社員の健康についても悪影響
を及ぼします。我々経営者も労働時間の管理については、真剣に取り組む必要があります。

	 就業規則においては、始業・終業・休憩時刻を明記し、交代勤務等の利用も含めて、適正な時間に働ける体制
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を構築しましょう。
	 同時に多様な人材の活用の観点から、柔軟な働き方についても検討すると良いでしょう。

Q4.	6  時間を超える労働時間のときには 45 分以上、8 時間を超える労働時間のときには 60 分以上の休憩を取らせる
必要があります。また、休憩時間については、原則として社員が自由に利用できる体制でなければなりません。

	 十分な休息がとれる休憩時間の制度になっているか確認しましょう。

Q5．	1 日 8 時間、1 週 40 時間（一部例外あり）を超える労働時間は法定時間外労働（残業）となります。過剰な残
業などが発生しないように、残業時間を把握しやすいように記録し、一定時間を超える残業については、許可
制を導入するなどメリハリの有る働き方ができるよう、社風の改善や業務の効率化に取り組むことで残業を削
減しましょう。

	 また、社員に残業をさせる場合には、年 1 回、労使協定（36 協定）を作成し、労働基準監督署へ届け出る必要
があります。この協定が毎年提出されているか確認しましょう。

Q6．	タイムカードや出勤簿などで、労働時間を適正に記録できるようにするとともに、適時労働時間を確認・把握
するように努め、必要な際には業務の調整や指導を行なう体制を整えるようにしましょう。

Q7．	繁閑期に応じて柔軟な働き方を設計したい場合には、一定期間ごとの平均労働時間が法定労働時間を超えない
ようにすることで、1 日または 1 週の法定労働時間を超える所定労働時間を定められる「変形労働時間制」、始
業終業の時間を社員に委ねる「フレックスタイム制」等の利用が、有用な場合もあります。

	 ただし、制度の利用にあたっては社員代表との協定を結ぶなど、法律上の要件をよく理解した上で、設定・運
用する必要があります。

Q8．	営業職など直行直帰を行なうことがある場合や、在宅勤務の導入にあたっては、労働時間をどのように管理す
るのか、定めておくようにしましょう。

【休日・休暇】
Q9．	公休日は会社の業務内容にあわせて、適切に定める必要があります。公休日を明確にし、シフト制や変形労働

時間制の利用も含め、勤務日の設定を行いましょう。

Q10.	有給休暇については取得状況を把握し、事業の運営を妨げないよう調整し、十分な休暇を取ることのできる仕
組みを作りましょう。有給休暇の取得率を把握し、偏りなく取得率を上げていく努力も重要です。

	 年に 10 日以上有給休暇を付与する社員については、その内 5 日間の有給休暇は必ず取れるよう、あらかじめ時
季を指定する制度も構築しましょう。

	 出勤日数が少ない社員については、出勤日数に応じて有給休暇を付与する「比例付与」という制度があります。
その他に、労使協定を結び、夏期や年末年始に一斉に有給休暇を使用する「計画的付与」、社員全員の有給休暇
付与日を統一する「斉一的取り扱い」や「半日有休」「時間単位有休」などの制度も検討しましょう。

	 企業によっては、法定の有給休暇日数を超える日数を付与する制度や、入社後すぐに有給休暇を付与する制度
を設けているところもあります。

Q11.	特別休暇は、法令に定められたもののほか、会社が任意に定めることが出来ます。災害・慶弔休暇・公民権・
生理日・母性健康管理・育児介護休暇、育児目的休暇等、特別休暇の意義と、必要に応じて適正に活用されて
いるかを確認しましょう。

	 その他、ボランティアや自己啓発など有意義な活動のための休暇制度や、家庭を大切にするためのアニバーサリー
休暇制度などを導入している企業もあります。

「人を生かす就業規則」チェックリスト
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チェック項目

（２）退職、安全衛生、職業訓練

【退職】

Q12.	どのような場合にどのような退職になるのか適正に定められていますか？ ２・１・０

Q13.	退職時の手続きは明確に定められていますか？ ２・１・０

Q14.	定年や、定年後の再雇用制度は適正に定められていますか？ ２・１・０

Q15.	解雇の要件は明確かつ合理的に定められていますか？ ２・１・０

【安全衛生】

Q16.	安全衛生についての管理体制は適正に定められていますか？ ２・１・０

Q17.	車両運行についての規程は適正に定められていますか？ ２・１・０

Q18.	危機管理についての基本方針が適正に定められていますか？ ２・１・０

Q19.	健康診断等が適正に行われており、その結果についてもしっかりと対応できていますか？ ２・１・０

Q20.	ストレスチェック制度に対応できていますか？ ２・１・０

Q21.	安全衛生推進者の選任、安全衛生委員会の設置運営、産業医の選出等は適正に定められていま
すか？ ２・１・０

Q22.	伝染病予防、予防接種、検便等について適正に定められていますか？ ２・１・０

Q23.	安全衛生についての教育実施体制が構築できていますか？ ２・１・０

【職業訓練】

Q24.	社員教育は適正に行われていますか？ ２・１・０

評価ポイントの意味：
２…十分に検討された規定があり、運用されている　１…規定はあるが検討や運用は不十分　０…規定がない

チェック項目の解説

【退職】

Q12.	退職についての規程を整えておくことは、労使間のトラブルを予防する上でも重要です。
	 無断欠勤や休職期間満了等の自然退職、自己都合退職の届出方法など、退職に関する制度が適正に定められて

いるか確認しましょう。

Q13.	引き続き、競業禁止の範囲、秘密保持、貸し出し品返却、社宅の引き払い等、手順の標準化を見直し会社の継
続性を守りましょう。

Q14.	定年についても明確に定め、健康問題などにも注意した上で高齢者が活躍できる制度が整っているか検討しましょう。

「人を生かす就業規則」チェックリスト
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Q15.	やむを得ず解雇をしなければならない場合、解雇の理由は客観的かつ合理的なものでなければなりません。また、
解雇にあたっては、30 日前に予告をするか、解雇前の予告日数に応じた解雇予告手当を支給しなければなりま
せん。

	 安易に解雇せず、社員とよく話し合う姿勢が重要です。その上での結論として退職となるのであれば、会社か
ら退職を勧奨し、本人が合意する「勧奨退職」とすることも可能です。

	 また、業務上の負傷・疾病で休業する期間や、産前産後の期間等、解雇が制限される期間が法律上定められて
いますので、確認しておきましょう。

【安全衛生】

Q16.	整理整頓、喫煙火気管理、機械・車両の点検整備、機械・車両の取扱い等、安全衛生に関して適正に定められ
ているか確認しましょう。業種・業務内容によっては別途安全衛生管理規程等を作成しても良いでしょう。

Q17.	社用車で事故が発生した場合には、社員の安全が脅かされるとともに、多額の損害賠償責任を会社が負う可能
性があります。社用車を頻繁に利用する会社では、車両の整備や使用時の注意事項、事故発生時の対応まで含
めた運行規程を整備しましょう。

Q18.	天災地変が多く発生する中で、社員の命を守り、事業存続性を高めるための方針は重要です。非常時の避難方法、
連絡・指揮命令系統などについて検討しましょう。

Q19.	会社には社員に健康診断を受けさせる義務があります。また、健康診断の結果についても会社で収集チェックし、
必要な指導を行うとともに、保管する義務もあります。社員が健康に長く働いていけるために、社員の健康管
理をきちんと行い、十分な対応が出来ているか確認しましょう。より積極的に健康に関する各種制度を導入し、

「健康経営」に取り組んでいる企業もあります。

Q20.	社員のメンタルヘルスも大きな社会問題になっており、会社の規模によってはストレスチェックも義務化され
ています。中小企業でも、ストレスチェック制度の導入は努力義務となっています。実施体制についても検討
しましょう。

Q21.	会社の規模に応じて安全衛生推進者や、安全衛生委員会、産業医の選出等が義務付けられています。自社の必
要に応じた安全衛生管理体制が構築できているか、確認しましょう。　　

Q22.	社内での伝染病の蔓延は社員の健康はもちろん、重大な経営リスクにもつながります。出勤停止命令や予防接
種の推奨、食品取扱時の検便等、対策を検討しましょう。ただし、出勤停止命令時の給与支払や、予防接種の
強制など、法的な制限もありますので、気をつけましょう。

Q23.	制度として定めるだけでなく、時宜に応じた教育を行うことで、安全衛生の意識を高めていきましょう。
	 雇入れ時や、作業内容変更時など、法律上行わなければならない安全衛生教育もあります。

【職業訓練】

Q24.	社会人基礎、業務知識能力、自主的取組等、社員の能力向上について、積極的に進めていく必要があります。
その際は社命としての教育と自主的教育を明確にし、費用等の会社負担についても検討しましょう。業務に必
要な資格がある場合には、資格取得のための費用負担や休暇制度などを制度化している企業もあります。

「人を生かす就業規則」チェックリスト
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チェック項目

（３）災害補償、表彰・制裁、入社

【災害補償】

Q25.	労災補償制度を含め、労災発生時の補償について対応できていますか？ ２・１・０

【表彰・制裁】

Q26.	行動指針に即した十分な服務規律が定められていますか？ ２・１・０

Q27.	懲戒処分について適正に定められていますか？ ２・１・０

Q28.	ハラスメント対策は十分に行われていますか？ ２・１・０

Q29.	機密保持、個人情報保護の対策は十分に行われていますか？ ２・１・０

Q30.	懲戒解雇について明確に規定されていますか？ ２・１・０

Q31.	管理職の責任は明記されていますか？ ２・１・０

Q32.	懲戒処分の手続き、公平性の確保、弁解の機会等の制度は整っていますか？ ２・１・０

Q33.	表彰制度を活用していますか？ ２・１・０

【入社】

Q34.	採用計画に基づき、採用方法・手続を適正に定めていますか？ ２・１・０

Q35.	必要書類、入社時手続きが明確になっていますか？ ２・１・０

Q36.	試用期間について適正に定められていますか？ ２・１・０

Q37.	内定取り消し、採用取り消しの基準、手続きは適正に定められていますか？ ２・１・０

評価ポイントの意味：
２…十分に検討された規定があり、運用されている　１…規定はあるが検討や運用は不十分　０…規定がない

チェック項目の解説

【災害補償】

Q25.	労働災害や、通勤災害が起きた場合には、労災保険から給付がでます。ただし、特に重大な災害が発生した場
合などには、労災保険からの給付だけでは不十分な場合もあります。労災の上積み保険や、使用者賠償責任保
険なども含め、社員が安心して働けるよう、対策を検討しましょう。

【表彰・制裁】

Q26.	服務規律は社員として守るべき基本的な姿勢について書かれたものです。行動指針と近い意味を持つものです
ので、両者の整合性を確認するとともに、行動指針には書ききれないものについては、服務規律に盛り込む等、
内容を検討しましょう。行動指針がない場合には、服務規律の検討の中で、行動指針の策定についても検討し
ましょう。

「人を生かす就業規則」チェックリスト
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Q27.	会社の規律を守るためには、時として懲戒処分が必要になることもあります。懲戒処分を行う際には、その基
準が明確になっている事が重要です。懲戒処分は戒めるべき不当な行為に対して行使されます。例え会社に重
大な損害が発生した場合でも、その発生理由が不当な行為によるものと合理的に認められなければ、懲戒処分
には該当しません。

Q28.	懲戒事由の中でも、各種ハラスメント（パワハラ・セクハラ・マタハラ等）は特に慎重な取り扱いが求められ
ます。社内教育、相談窓口の設置やプライバシー保護などの対策を講じ、違反が判明した場合には厳正に対処
しましょう。

Q29.	顧客情報はもとより、社員の個人情報等、会社には多くの慎重に取り扱わなければならない情報があります。
これらの取扱いについては、就業規則で定めるとともに、必要に応じて各種の規程を作成する事で、リスクを
抑え会社の信頼向上に努めましょう。

Q30.	懲戒解雇は懲戒処分の中でも最も重大な処分です。懲戒解雇は就業規則に該当する事由が明記されていなけれ
ば行うことは出来ません。他の処分事由とは分けて列挙するようにしましょう。

Q31.	懲戒処分に該当する社員が出たときには、管理職にも管理責任がある事を明記しましょう。管理職としての責
任を自覚するとともに、部下への指導を十分に行うよう促す必要があります。

Q32.	懲戒処分を行う際には事実関係を十分に確認し、弁解の機会を与えるなど、公平性を確保できる制度を整えて
おきましょう。

Q33.	社内表彰制度は社員のモチベーションアップや経営理念・方針の浸透、実施にも効果的です。同友会会員各社
の中にも、個性的な表彰制度を採用している企業が多くあります。他社の事例を参考に、社内表彰の制度化を
検討してみましょう。

【入社】

Q34.	会社経営において社員の採用は非常に重要です。求める人材像を明確にし、経営指針にも採用計画を明記する
とともに、採用方法についても、就業規則に規定しましょう。試験や面接等を行い、会社が求める基礎的な資
質を有しているか、会社の理念方針に十分に共感しているかなどを確認するようにしましょう。

Q35.	事務手続きを円滑に行い、その後のトラブルを防止するためにも、入社時の手続きを明確に規定しましょう。
必要書類や、その提出期限等を定めるとともに、身元保証人についても検討しましょう。

Q36.	採用後に社員の適性を評価するために、試用期間を設ける場合があります。試用期間が長すぎたりせず、適切
に定められているか検討しましょう。

Q37.	試用期間中であっても、本人の資質、性格、能力等の適格性について客観的で十分な検討が行わなければ解雇
や本採用拒否は出来ません。その場合であっても、本人への教育と十分な話し合いを行った上で結論を出すよ
うにしましょう。

	 情勢の急激な変化や、内定者の虚偽が発覚した場合など、採用・内定取り消しについても検討しましょう。

「人を生かす就業規則」チェックリスト
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「人を生かす就業規則」チェックリスト

チェック項目

（４）休業・休職、その他

【休業・休職】

Q38.	社員が病気や怪我をした際の休職制度は整っていますか？ ２・１・０

Q39.	産前産後休暇、育児・介護休業等の制度は整っていますか？ ２・１・０

Q40.	その他の休職制度は整っていますか？ ２・１・０

【その他】

Q41.	遅刻・早退・欠勤等の手続きは明確に定められていますか？ ２・１・０

Q42.	通勤方法についての規程は適正に定められていますか？ ２・１・０

Q43.	異動、出向、転籍について適正に規定されていますか？ ２・１・０

Q44.	入場禁止、持込持出禁止、所持品検査等、セキュリティ対策が適正に規定されていますか？ ２・１・０

Q45.	出張について適正に規定されていますか？ ２・１・０

Q46.	社員が社外で事業を営んだり、他の会社で働くダブルワークについて、定められていますか？ ２・１・０

Q47.	社員の職務上での発明による特許権や、著作権の取扱いについて、定められていますか？ ２・１・０

Q48.	慶弔金について適正に規定されていますか？ ２・１・０

【有期契約社員就業規則のポイント】

Q49.	勤務形態の多様化に対応できていますか？ ２・１・０

Q50.	契約期間や更新の基準、手続について定められていますか？ ２・１・０

Q51.	正社員登用への制度は整備されていますか？ ２・１・０

Q52.	処遇と待遇は正社員と釣り合いが取れていますか？ ２・１・０

Q53.	相談窓口は設置されていますか？ ２・１・０

評価ポイントの意味：
２…十分に検討された規定があり、運用されている　１…規定はあるが検討や運用は不十分　０…規定がない

チェック項目の解説

【休業・休職】

Q38.	休職制度の中でも私傷病による休職は、最も使用頻度が高く、社員の人生にも直接関わる制度です。傷病手当
金等の制度を確認するとともに、休職期間の設定や、手続きが適正かを検討しましょう。医師の診断書や産業
医の意見を求めるなどの復職に当たっての判断基準も定めておきましょう。休職期間が満了してなお復職でき
ない場合には、やむを得ない退職（自然退職）となる場合もあります。このような場合の退職についても定め
ておきましょう。
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Q39.	育児・介護休業等については、法的な整備が進んでいます。現行の法令に対応しているか定期的に確認し、対
応しましょう。特に育児休業は長期にわたるケースが多いため、その際の人員対応策や復帰支援についても検
討しておく必要があります。育児・介護休業等については多くの規定が必要になるため、別規程に定めた方が
良いでしょう。少子高齢化社会への対応、多様な人材の活用のためにも、育児・介護休業等の制度を整えてい
くとともに、利用しやすい環境づくりに取り組みましょう。

Q40.	出向に伴う休業や、公民権の行使に伴う休業についても、法令や社内での必要性を基に検討しましょう。社員
教育の観点から、留学や資格取得のための休職制度を設けている企業もあります。

【その他】

Q41.	遅刻・早退・欠勤等の手続が曖昧になってしまうと社内の規律が緩み、好ましくない社内風土形成の原因となっ
てしまうことがあります。遅刻・早退・欠勤等の手続きについて明確に定めておきましょう。欠勤が長引く場
合には診断書の提出を求める等の規程も検討しましょう。

Q42.	通勤費の算出や、通勤災害時の対応など、会社として通勤手段と主な通勤経路の把握が必要です。社有車での
通勤途中の事故や、業務中の私有車での事故の際にも、会社には損害賠償責任が発生する可能性があります。
免許証、車検証、保険の加入状況などを確認するために、許可制の導入も検討しましょう。自動車だけではなく、
バイク、自転車についても同様です。

Q43.	複数の事業所がある会社や、関連企業のある会社では、異動、出向、転籍についても定めておく必要があるでしょ
う。ただし、実際に行う際には、労働条件の変更、引き継ぎ等も含めて本人と良く話し合い、互いに納得ので
きる形で行いましょう。

Q44.	セキュリティ管理の観点から、入退出時のチェックや持込持出物の制限などについても検討しましょう。

Q45.	出張の際の労働時間管理や、出張にかかる費用、日当等について、適正に規定されているか確認しましょう。
費用、日当等については税務上の検討も必要です。別途出張旅費規程などを作成することもあります。

Q46.	同業での競業を認めづらい業種も多いですが、多様な働き方の一つとしてダブルワークを認める会社も増えて
きています。自身の能力を活かし、広い世界を体験することは本業にとってもプラスに働く場合もありますが、
反面、長時間労働が発生する可能性も増え、会社として認めるべきか否か慎重に検討する必要があります。

Q47.	発明を行う可能性が高い業種では特に、社員が就業時間中に業務内で発明した特許や著作物について、その取
扱いを就業規則に明記しておくようにしましょう。

Q48.	社員の冠婚葬祭に際して、慶弔金を支給することがあります。どのような場合に、いくら支給するのかを明確
にしておくことで、必要なときに迷うこと無く、また不平等にならないように支給することが出来ます。

【有期契約社員就業規則のポイント】

Q49.	少子高齢化や女性の活躍などを背景に、多様な働き方のニーズが増えています。人口減少社会の中で多様な人
材の活用は中小企業にとっても大きな課題と言えます。業務の切り分けや柔軟な休日・勤務時間の組立ができ
るような制度の構築を検討すると良いでしょう。

Q50.	契約期間や更新の基準、手続を明確にし、公正に対応できるような制度を検討しましょう。

Q51.	パート・アルバイトから正社員になりたいと考える方も多くいます。優秀な人材であれば、正社員への登用は
会社、社員双方にとってメリットがあります。ただし、社内での不公平感を産まないためにも、公正な登用制
度を構築し、明示するようにしましょう。

Q52.	同一労働同一賃金の議論が世間的にも話題になっています。パート・アルバイトであっても、その発揮される
能力や、責任、経験などから、正社員と釣り合いの取れた処遇が求められてきています。評価や役割、責任の
明確化と、給与や福利厚生等の処遇の関係について、検討しましょう。

Q53.	パートタイム社員の雇用管理については、相談窓口を社内に設置する事が法的に求められています。雇用条件
や労務管理について、しっかりと対応できる相談窓口を設置しましょう。
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チェック項目

【給与制度の考え方】

Q1.	 給与（賃金）については、就業規則の「章」または「給与規程（賃金規程等）」として、就業規則
に規定されていますか？ ２・１・０

Q2.	 給与の構成は明確に定められていますか？ ２・１・０

Q3.	 最低賃金をチェックして、対応させていますか？ ２・１・０

Q4.	 給与の計算期間や支払日などは明確に定められていますか？ ２・１・０

Q5.	 給与から控除する項目について、適正かつ明確に定められていますか？ ２・１・０

Q6.	 給与水準は、経営者の明確な意思決定のもとで決定していますか？ ２・１・０

Q7.	 経営指針の計画を策定するうえで、人件費は会社の「経費」と分けて認識していますか？ ２・１・０

Q8.	 会社のビジネスモデルを全社員と共有できていますか？ ２・１・０

Q9.	 基本給の決定方法が明確に定められていますか？ ２・１・０

評価ポイントの意味：
２…十分に検討された規定があり、運用されている　１…規定はあるが検討や運用は不十分　０…規定がない

チェック項目の解説
　
【給与制度の考え方】

Q1．	給与に関する事項は、就業規則に必ず盛り込まなければならないことになっています。就業規則の中の一つの
章として規定しますが、それなりのボリュームがあることと、とくに重要な項目であることから別規程として「給
与規程（賃金規程）」を定めることがあります。

Q2．	給与は、労働条件のベースになる重要な要素です。会社に関わる全ての人達の生活を安定させ、幸せになれる
ようにすることが、経営者としての責務です。社員の生活を保障するとともに、高い志気のもとに、労働者の
自発性が発揮される状態を企業内に確立することが重要です。

	 「正しい労使関係」を樹立することために、最低限必要となる要素の中心的存在であり、経営者が社員に「説明
できる」ことが必要です。

	 労働法をはじめとする必要な知識を、経営者が正しく理解することが大切です。

Q3．	給与（賃金）の額については、最低賃金法によって、使用者は、最低賃金額以上の賃金を支払わなければなら
ないと定められています。残業手当や通勤手当など、最低賃金に算入できないものを除いてチェックしなけれ
ばなりません。なお、最低賃金額は都道府県ごとに決まっており、例年 10 月ごろに改定されています。

Q4．Q5．労働基準法に賃金支払の５原則が定められています。内容は⑴通貨払の原則⑵直接払の原則（本人に直
接支払うこと）⑶全額払の原則⑷毎月払の原則⑸一定期日払の原則です。ただし、例外として、⑴については、
法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合、⑵は、法令に別段の定めがある場合（税金の控除等）や労使
の自主的協定がある場合（親睦会費の控除等）、⑶は、退職金のような臨時に支払われる賃金、賞与その他これ
に準ずるもので厚生労働省令に定める賃金があります。

Q6．	給与水準については、社員の生活実態を考慮したうえで、産業（業界）別、業種（職種）別、地域別、同業同
規模企業などの実態や初任給などを比較検討することが必要です。①社会的な賃金水準②企業における実際的
な支払い能力、力量③物価の動向等を考慮することが必要です。

「人を生かす給与制度」チェックリスト
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Q7．	人件費は、会社の「経費」と分けて考えることが必要でしょう。経費度外視という意味ではなく、経費を「一
般管理費」と「人件費」の大きく２つに分けて考えるということです。例えば、経費削減を検討しなければな
らない事情が生じた場合は、まず、給与（役員報酬を含む）、福利厚生費（法定福利費）、教育費の人件費を除
いた部分から削減に取り組むべきと考える、といったことです。

Q8．	会社はどうやって存続できているのかを社員と認識を共有する。「会社の全機能の発揮」＋「生産性を高めるた
めの合理化の促進」→「会社の発展に必要な生産と利益を確保する」

	 会社の経理を公開することによって、社員に「給与水準の妥当性」を示すことができます。経営指針の発表を
その機会にすることはもちろんですが、常に経理を公開することによって、「配分可能な付加価値」と「必要人
件費」の関係を理解し、必要な付加価値をいかに作り出すかということを社員とともに考えることができます。

「どうしてこの給料？」ということの答えを、社員自ら導き出せるようにするということです。

Q9．	基本給は、会社が重要視する要素を押さえたうえで決定できるようになっていることが必要です。
	 ・属人的（年齢、勤続）→社員一人一人の「個人」の要素によって決まる
	 ・能力（期待再現性）→職務遂行能力に応じる。いわゆる能力給（職能給）のこと。

	 ・成果（結果）→一定の成果（結果）に応じる。ただし、これは、基本給ではなく、歩合給や賞与に採用され
ることが多い。

　	 ・役割、職務（職務で決まる給与）　→同一価値労働同一賃金の考え方
　

「人を生かす給与制度」チェックリスト
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チェック項目

【給与制度の考え方】

Q10.	正規社員と非正規社員の給与制度が、互いに整合性を持って運用されていますか？ ２・１・０

Q11.	各種手当の目的は明確になっており、会社の方針と合致していますか？ ２・１・０

Q12.	割増賃金の計算方法は適正かつ明確に定められていますか？ ２・１・０

Q13.	欠勤や、遅刻早退時の給与控除計算方法は明確に定められていますか？ ２・１・０

Q14.	人事評価制度は、「社員の能力を引き上げる」という視点で運用できていますか？ ２・１・０

Q15.	昇給の時期は明確に定められていますか？ ２・１・０

Q16.	昇給の決定方法は、給与（賃金）表を作成している等、明確に定められていますか？ ２・１・０

Q17.	賞与の支払時期、算定期間、計算方法などは明確に定められていますか？ ２・１・０

Q18.	退職金制度がある場合、退職金の計算方法や支払い方法等について明確に定められていますか？ ２・１・０

評価ポイントの意味：
２…十分に検討された規定があり、運用されている　１…規定はあるが検討や運用は不十分　０…規定がない

チェック項目の解説

Q10.	いわゆる「同一労働同一賃金」の観点から重要なことは、正規社員と非正規社員の間で「均衡・均等性」を持っ
た賃金テーブルを作成・運用していくことが大切です。

Q11.	Q12.手当には、一般的に役職手当、資格手当、家族手当、住宅手当、通勤手当、時間外手当といったものが
ありますが、明確な基準を持って支給されているか、きちんと把握しておきましょう。

	 固定残業手当は、残業時間削減策としての定額残業代としての効果を狙う意味では有効な場合もあります。運
用に際しては、固定残業手当を設定するには、就業規則に何時間分の残業に相当するのか、対象者の範囲等に
ついて定めなければなりません。

	 労働時間を削減するためには、適正な受注価格を確保するための活動が必要になります。もちろん、生産性の
向上を図ること等も重要ですし、労務管理をしっかりして、その時間外活動が会社の指揮命令下で行われてい
るのかを把握することなども重要になります。

Q13.	遅刻・早退・欠勤、および残業の時間単価を設定する場合は、年間の実労働時間を 12 で除すことによって、１
カ月の労働時間を割り出します。そのうえで、月額給与を１カ月の労働時間で除して時間額を割り出します。
実労働時間とかけ離れた時間単価になってしまっていないか、確認が必要です。

	 月額給与÷１カ月の労働時間＝時間単価

Q14.	人事評価制度は、経営指針を具現化できるベースとしての制度になっていることが求められます。また、社員
との関係性を密にする意味で、面談制度（人事評価制度の一部）として会社と社員のコミュニケーションの機
会にすることも有効ですし、仕組みづくりとしての評価制度としては、「引き上げる」という視点で、減点主義
ではなく加点主義を採用し育てていくことを念頭に置いて運用することが重要です。

Q15.	Q16．昇給の時期はきちんと決めておくのが望ましいといえます。また、昇給にはベースアップと定期昇給が
あり、それぞれの定義を理解しておかなければなりません。ベースアップ（いわゆる「ベア」）は給与（賃金）
表の書き換えであり、定期昇給は加齢や能力の向上等に伴って（その評価によって）上位の等級や号俸に繰り
上がることです。

「人を生かす給与制度」チェックリスト
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Q17.	賞与は生活給なのか、利益の分配なのか、といった考え方によって、原資の算出方法や、個人別賞与額の算出
方法も変わってくるでしょう。いずれにしても、賞与の意義、計算方法は会社の理念・方針に即して定められ
ていることが重要です。

	 利益配分として、営業利益の３分の１を賞与原資とする会社が多くあります。また、賞与の一部を生活給、一
部を利益の分配として考えることもできます。すなわち、①利益配分としての考え方②個人の貢献度合いとし
ての要素③未来への期待を含めた要素といった事項を考慮して決めたいものです。

Q18.	退職金は、長期雇用制度の代表格ともいえるもので、多くの企業で採用されています。一般的に退職金は退職
後（老後）の所得保障として位置づけられ、長期勤続者ほど支給率が有利になっていることから、従業員の長
期勤続を促進することを目的としています。また、一般的に退職金は給与額を基礎として勤続年数に応じて算
定されることから、後払いの給与という機能を持っています。退職金の意義・設計は会社の理念・方針に即し
て定めることが重要です。

「人を生かす給与制度」チェックリスト
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働く環境づくりのガイドライン フォーマット

会社名

（１）経営者の覚悟（経営姿勢）

（２）働く環境の10年ビジョン

（３）現状確認　『経営指針成文化と実践の手引き』の「労働環境分析シート」と連動しています。
チェック項目から現状分析をして課題を要約表現するとどのようになりますか？

労働条件

対話

教育

組織

社員とどのような関
係になりたいのか？
（未来）

（４）未来年表　⇒　働く環境の10年ビジョンを達成するための未来計画
「働く環境分析シート」の「最も重要な課題となるのは？（１年以内に解決を目指す課題）」「３～５年かける課題解決の方向」も参考にして記載しましょう。

期 年月 社会・業界・会社 社内の働く環境 社員と家族の将来

10 2029.9

９ 2028.9

８ 2027.9

７ 2026.9

６ 2025.9

５ 2024.9

４ 2023.9
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３ 2022.9

２ 2021.9

１ 2020.9

（５）付加価値（生産性）向上計画　⇒　働く環境づくりのための計画を定める。
  ＜付加価値（生産性）向上計画記入シートの参考例＞

【中長期】
中長期的に取り組む
べきこと、経営方針
などで検討が必要な
もの

付加価値（生産性）向上の方策 今後の取り組み

経営指針成文化・見直しの中で検討する

【短期】
すぐに着手できるこ
と、現場で改善でき
るもの

付加価値（生産性）向上の方策 目　標 担当部署・担当者 期限など

（６）就業規則の改正計画
改正検討事項 方向性・課題など 時期

（７）組織的取り組み　⇒　・発議する・合意の形成・そのＰＤＣＡ
（どのようにして課題を発見し、解決、実現していくのかを記載しましょう。）

項　　目 記　　　入　　　欄

就業規則見直しの発議（提案）の仕方

意見集約の方法

社内での合意形成の方法

ＰＤＣＡのまわし方

社内の担当組織

その他

※フォーマットのデータは以下からダウンロードできます。
https://www.doyu.jp/org/material/keiei/

下記サイトの「『働き方改革』への対応～働く環境づくり、就業規則の作成～」と表示されている箇所からアクセスすることも可能です。
https://www.doyu.jp/
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働く環境づくりの手引き22

働く環境づくりのガイドライン フォーマット

会社名

（１）経営者の覚悟（経営姿勢）

（２）働く環境の10年ビジョン

（３）現状確認　『経営指針成文化と実践の手引き』の「労働環境分析シート」と連動しています。
チェック項目から現状分析をして課題を要約表現するとどのようになりますか？

労働条件

対話

教育

組織

社員とどのような関
係になりたいのか？
（未来）

（４）未来年表　⇒　働く環境の10年ビジョンを達成するための未来計画
「働く環境分析シート」の「最も重要な課題となるのは？（１年以内に解決を目指す課題）」「３～５年かける課題解決の方向」も参考にして記載しましょう。

期 年月 社会・業界・会社 社内の働く環境 社員と家族の将来

10 2029.9

９ 2028.9

８ 2027.9

７ 2026.9

６ 2025.9

５ 2024.9

「ガイドライン」記入のポイント
「ガイドライン」は、７つの項目で構成されています。各章では、それぞれの項目の考え方や具体化の仕方などを
解説しており、各フォーマットに記入していくことでガイドラインをまとめます。

16

作成　　　年　　　月　　　日会社名

わが社の働く環境の１０年ビジョン検討シート ＜経営者作成用＞

１．こんな会社にしてみたい

２．こんな経営者になりたい

３．社員とこんな社風をつくりたい

４．社員にこんな風な働き方をしてほしい（福利厚生制度も含めて）

５．わが社の働く環境の10年ビジョン

17

作成　　　年　　　月　　　日会社名

わが社の働く環境の１０年ビジョン検討シート ＜経営者・社員作成用＞

１．10年後の私と家族の年齢

２．10年後の私と家族の姿（家庭の風景）

３．10年後、私はこんな働き方をしたい（希望年収や立場なども含めて）

４．私が願う10年後の会社の姿（福利厚生制度も含めて）

５．わが社の働く環境の10年ビジョン

　経営者が記入します。
　経営者の生き様や、「なぜ経営を
しているのか」「社員の人生をどう
考えるか」等を改めて考え、社員の
声・要望なども踏まえて、働く環境
改善に向けた経営者としての覚悟、
決意などを記述します。取引先との
不公正な取引関係が問題である場
合、それを改善していくという覚悟・
決意も求められます。

　社員とも話合い、「わが社の働く
環境の 10年ビジョン検討シート」
も活用して、10年後の働く環境の
ありたい姿を描きます。

　「働く環境分析シート」や社員ア
ンケートなどを活用し、自社の働く
環境の現状を分析し、課題を明らか
にし、その結果を基に方針と改善の
方向性を検討していきます。

21

作成　　　年　　　月　　　日会社名

働く環境分析シート

「労使関係の現状」チェック項目 チェック項目から現状分析をして
課題を要約表現するとどのようになりますか?

最も重要な課題となるのは?
(1 年以内に解決を目指す課題) 3～ 5年かける課題解決の方向

労
働
条
件

□就業規則を作成していますか。
□就業規則を公開(社内・社外)していますか。
□就業規則の定期的な見直しと運用を行っていまか。
□雇用時に、雇用契約書を明示し取り交わしていますか。
□社員の納得性が高く、経営数値と整合性のある給与制度を構築していますか。
□労働時間を把握し、適正な給与を支給していますか。
□労働保険・社会保検の加入、健康診断の実施はできていますか。
□有給休暇の取得促進、その他の福利厚生を実施していますか。
□休職制度、育児介護休業制度等、社員のライフサイクルに対応した体制の構築、運用に取り組
んでいますか。

□過重労働の防止、残業の削減に取り組んでいますか。
□社員満足度の調査をしていますか。	

対
話

□労働条件改善のため、社員と共に継続的な活動を行っていますか。
□経理公開を行い、社員の経営数値についての理解を深める取り組みを行っていますか。
□社内コミュニケーションを円滑化する仕組みが出来ていますか。
□会社の方針や経営者の想いなどを社員に定期的に伝えていますか。
□社員からの意見を元に協議する体制が出来ていますか。
□社員各人ごとの個人面談を定期的に行っていますか。
□社員との信頼関係をつくる努力をしていますか。

教
育

□社会人としての能力や人間性を向上させるための教育を行っていますか。
□安全衛生やコンプライアンス等の社内における基本的ルールについての教育を行っていますか。
□技術や職務遂行能力を共有し向上させるための仕組みがありますか。
□幹部社員の経営参画や管理能力向上について取り組んでいますか。
□ 3S、5S活動など職場環境の改善に取り組んでいますか。
□社員各人ごとの目標管理制度を運用していますか。

組
織

□経営指針の全社的作成等、全員参加型経営を推進していますか。
□社内委員会の設置等、社員が自主性を発揮できる仕組みが出来ていますか。
□会社の求める社員像を明確化し、社員の行動規範等を定めていますか。
□意思決定の効率化等、組織運営を行うための改善活動を行っていますか。
□役職に基づく責任と役割の明確化が行われていますか。
□社内のルールを明確化し、表彰・懲戒を公正に行っていますか。

社員とどのような関係なのか?（現在） 社員とどのような関係になりたいのか?(未来)
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働く環境づくりの手引き22

働く環境づくりのガイドライン フォーマット

会社名

（１）経営者の覚悟（経営姿勢）

（２）働く環境の10年ビジョン

（３）現状確認　『経営指針成文化と実践の手引き』の「労働環境分析シート」と連動しています。
チェック項目から現状分析をして課題を要約表現するとどのようになりますか？

労働条件

対話

教育

組織

社員とどのような関
係になりたいのか？
（未来）

（４）未来年表　⇒　働く環境の10年ビジョンを達成するための未来計画
「働く環境分析シート」の「最も重要な課題となるのは？（１年以内に解決を目指す課題）」「３～５年かける課題解決の方向」も参考にして記載しましょう。

期 年月 社会・業界・会社 社内の働く環境 社員と家族の将来

10 2029.9

９ 2028.9

８ 2027.9

７ 2026.9

６ 2025.9

５ 2024.9

23

４ 2023.9

３ 2022.9

２ 2021.9

１ 2020.9

（５）付加価値（生産性）向上計画　⇒　働く環境づくりのための計画を定める。
  ＜付加価値（生産性）向上計画記入シートの参考例＞

【中長期】
中長期的に取り組む
べきこと、経営方針
などで検討が必要な
もの

付加価値（生産性）向上の方策 今後の取り組み

経営指針成文化・見直しの中で検討する

【短期】
すぐに着手できるこ
と、現場で改善でき
るもの

付加価値（生産性）向上の方策 目　標 担当部署・担当者 期限など

（６）就業規則の改正計画
改正検討事項 方向性・課題など 時期

（７）組織的取り組み　⇒　・発議する・合意の形成・そのＰＤＣＡ
（どのようにして課題を発見し、解決、実現していくのかを記載しましょう。）

項　　目 記　　　入　　　欄

就業規則見直しの発議（提案）の仕方

意見集約の方法

社内での合意形成の方法

ＰＤＣＡのまわし方

社内の担当組織

その他

※フォーマットのデータは以下からダウンロードできます。
下記サイトの「『働き方改革』への対応～働く環境づくり、就業規則の作成～」と表示されている箇所からアクセスすることも可能です。

https://www.doyu.jp/

　働く環境の10年ビジョンと現状と
のギャップをどのように埋めていく
か、年単位の計画を「未来年表」と
いう形で考えて行きます。
　いきなり全ての年の記述ができな
いかもしれませんが、徐々に空白を
埋めていくつもりで考えて行きます。

　働く環境の改善を進める上では、
付加価値や生産性の向上が求められ
ます。事業領域の見直しなども含め、
さまざまな視点から付加価値や生産
性を高めるための計画を考えます。　
経営指針の方針と計画とも深く関連
します。

　未来年表に記入した働く環境改善
の計画に沿って、就業規則のどの項
目をいつ改正するのか計画を明らか
にします。「人を生かす就業規則」
チェックリスト、「人を生かす給与制
度」チェックリストも活用して、改
正が必要な項目を洗い出しましょう。

　就業規則は定期的に見直しを行い、
組織的に運用していくことが必要で
す。就業規則見直しの発議の仕方、
合意の形成の方法、ＰＤＣＡのまわ
し方、社内の担当組織などについて
明らかにします。

付加価値（生産性）向上計画を検討する視点（例）
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「人を生かす就業規則」チェックリスト

チェック項目

（１）前文・総則、労働時間、休日・休暇

【前文・総則】

Q1.	 前文には社員が共有すべき理念や当社社員としてのあり方などが記載されていますか？ ２・１・０

Q2.	 総則として就業規則の意義や対象者を明確にし、法令との関係性などを記載していますか？ ２・１・０

【労働時間】

Q3.	 始業・終業時刻は顧客対応やワーク・ライフ・バランスの観点から適正に定められていますか？ ２・１・０

Q4.	 休憩時間の取得方法について適正に定められていますか？ ２・１・０

Q5.	 残業の許可制等、残業を適切に管理できる体制が定められていますか？ ２・１・０

Q6.	 労働時間を適正に確認・記録し、把握できる体制が定められていますか？ ２・１・０

Q7.	 変形労働時間制、フレックスタイム制などの特殊な労働時間制を利用する場合、制度が適正に定
められていますか？ ２・１・０

Q8.	 直行直帰や在宅勤務など特殊な場合の労働時間管理について定められていますか？ ２・１・０

【休日・休暇】

Q9.	 休日は顧客対応やワーク・ライフ・バランス、活力回復の観点から適正に定められていますか？ ２・１・０

Q10.	有給休暇を適正に管理、取扱うとともに、有給休暇を取りやすい体制が築けていますか？ ２・１・０

Q11.	特別休暇や慶弔休暇の制度は適正に定められていますか？ ２・１・０

評価ポイントの意味：
２…十分に検討された規定があり、運用されている　１…規定はあるが検討や運用は不十分　０…規定がない

チェック項目の解説

【前文・総則】

Q1.	 就業規則とは会社と社員とのルールが記載されたものです。
	 その根底として共有すべき理念や価値観、行動指針などを最初に確認しておくことが重要です。

Q2.	 正社員やパート社員等、その就業規則が誰に適用されるものであるのか明確にするとともに、就業規則だけで
は判断できない場合など、法令との関係も明確にしておきましょう。

【労働時間】

Q3.	 労働時間については世間の関心も高く、過度の長時間労働は生産効率を落とし、社員の健康についても悪影響
を及ぼします。我々経営者も労働時間の管理については、真剣に取り組む必要があります。

	 就業規則においては、始業・終業・休憩時刻を明記し、交代勤務等の利用も含めて、適正な時間に働ける体制
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要か、その意義・目的を全社員が理解・共有すること
が大切です。社内会議などでその意義・目的を共有し
ましょう。

②課題・改善策を検討する
付加価値（生産性）向上を進める上でのポイントは、
社員の自主性・主体性を引き出すことです。社員参加
により生産性を阻害している要因、その改善策を話し
合い、計画にまとめていきます。

③経営指針などに整理する
付加価値（生産性）向上の方法には、すぐに着手で
きることや中長期的に取り組むべきことがあります。
中長期的に取り組むべきこと、経営方針などで検討が
必要なものなどは、経営指針の成文化・見直しの中で
検討します。すぐに着手できることや現場で改善でき
るものは、担当者などを決め、具体化を進めます。

（２）付加価値（生産性）向上計画を検討する視点（例）
付加価値（生産性）向上の方法は、業種業態や企業の
現状などによりさまざまな方法が考えられます。右の表
1のような視点も参考にして、付加価値（生産性）向上
計画を検討しましょう。

（３）付加価値（生産性）向上計画にまとめる
上記で検討した計画を下記の記入シートの参考例も活
用して整理し、まとめます。合意できたものは実行に移
していきます。
この計画は、経営指針の経営方針や経営計画と連携す

る視点が重要です。働く環境の改善を達成するための付
加価値（生産性）向上計画を検討することによって、経
営指針の成文化・見直しもより真剣度合いが強まり、経
営指針の精度が高まります。そして目標実現への意欲を
高めることになります。

表１　付加価値（生産性）向上計画を検討する視点

付
加
価
値
の
増
大

誰に、どのような
用途・ニーズに

商圏・客層・ニーズ・用途の拡大（または
明確化・絞り込み）、顧客との関係や事業の
見直し、公正な取引の実現（取引先との価
格交渉など）、下請けから元請けへの転換、
流通経路の上流または下流への進出

何を 独自性・ブランド力の強化、顧客満足度の
向上、意味的価値の明確化、新製品の開発

どのように
品質や価値の見える化、外部ネットワーク
の構築、ＩＴ（ＩｏＴ・ＡＩ）の活用、コスト
削減、業務高度化、ストーリーづくり

労
働
投
入
量
の
効
率
化

社員

社員の自主性・主体性の発揮、社員教育・
自己学習による能力向上、多能工化、マニュ
アル化、３Ｓの徹底、ノウハウの共有、チー
ム制

仕組み

業務プロセスの改善・仕組みづくり、会社
や業務の見える化、情報公開・共有、生産
方式の改善、管理・間接作業の最小化、在
庫の見える化

時間 生産の平準化、商圏・客層・ニーズ・用途
の明確化・絞り込み

設備 設備投資、ＩＴ（ＩｏＴ・ＡＩ）の活用、設備・
用具の自社開発

ネットワーク 外部ネットワークの構築

＜付加価値（生産性）向上計画記入シートの参考例＞

【中長期】
中長期的に取り組
むべきこと、経営
方針などで検討が
必要なもの

付加価値（生産性）向上の方策 今後の取り組み

経営指針成文化・見直しの中で検討する

【短期】
すぐに着手できる
こと、現場で改善
できるもの

付加価値（生産性）向上の方策 目　標 担当部署・担当者 期限など

参 考
この「第6章　付加価値（生産性）向上計画　～働く環境づくりのための計画を定める」は、『経営指針成文化と実践の手引き』の「第
５章　経営方針（44～51ページ）」、「第６章　経営計画の策定（54～61ページ）」、『企業変革支援プログラムステップ１・ステップ
２』の「Ⅴ．付加価値を高める」も参照してください。
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チェック項目

【給与制度の考え方】

Q1.	 給与（賃金）については、就業規則の「章」または「給与規程（賃金規程等）」として、就業規則
に規定されていますか？ ２・１・０

Q2.	 給与の構成は明確に定められていますか？ ２・１・０

Q3.	 最低賃金をチェックして、対応させていますか？ ２・１・０

Q4.	 給与の計算期間や支払日などは明確に定められていますか？ ２・１・０

Q5.	 給与から控除する項目について、適正かつ明確に定められていますか？ ２・１・０

Q6.	 給与水準は、経営者の明確な意思決定のもとで決定していますか？ ２・１・０

Q7.	 経営指針の計画を策定するうえで、人件費は会社の「経費」と分けて認識していますか？ ２・１・０

Q8.	 会社のビジネスモデルを全社員と共有できていますか？ ２・１・０

Q9.	 基本給の決定方法が明確に定められていますか？ ２・１・０

評価ポイントの意味：
２…十分に検討された規定があり、運用されている　１…規定はあるが検討や運用は不十分　０…規定がない

チェック項目の解説
　
【給与制度の考え方】

Q1．	給与に関する事項は、就業規則に必ず盛り込まなければならないことになっています。就業規則の中の一つの
章として規定しますが、それなりのボリュームがあることと、とくに重要な項目であることから別規程として「給
与規程（賃金規程）」を定めることがあります。

Q2．	給与は、労働条件のベースになる重要な要素です。会社に関わる全ての人達の生活を安定させ、幸せになれる
ようにすることが、経営者としての責務です。社員の生活を保障するとともに、高い志気のもとに、労働者の
自発性が発揮される状態を企業内に確立することが重要です。

	 「正しい労使関係」を樹立することために、最低限必要となる要素の中心的存在であり、経営者が社員に「説明
できる」ことが必要です。

	 労働法をはじめとする必要な知識を、経営者が正しく理解することが大切です。

Q3．	給与（賃金）の額については、最低賃金法によって、使用者は、最低賃金額以上の賃金を支払わなければなら
ないと定められています。残業手当や通勤手当など、最低賃金に算入できないものを除いてチェックしなけれ
ばなりません。なお、最低賃金額は都道府県ごとに決まっており、例年 10 月ごろに改定されています。

Q4．Q5．労働基準法に賃金支払の５原則が定められています。内容は⑴通貨払の原則⑵直接払の原則（本人に直
接支払うこと）⑶全額払の原則⑷毎月払の原則⑸一定期日払の原則です。ただし、例外として、⑴については、
法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合、⑵は、法令に別段の定めがある場合（税金の控除等）や労使
の自主的協定がある場合（親睦会費の控除等）、⑶は、退職金のような臨時に支払われる賃金、賞与その他これ
に準ずるもので厚生労働省令に定める賃金があります。

Q6．	給与水準については、社員の生活実態を考慮したうえで、産業（業界）別、業種（職種）別、地域別、同業同
規模企業などの実態や初任給などを比較検討することが必要です。①社会的な賃金水準②企業における実際的
な支払い能力、力量③物価の動向等を考慮することが必要です。

「人を生かす給与制度」チェックリスト
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あとがきにかえて
人間が人間らしく暮らせる社会へ

1957 年に日本中小企業家同友会が創立されてから 60 年。日本の企業数の 99.7％、雇用の 7 割を中小企業が
支えています。人間が人間らしく暮らしていける社会としていくために、働く人にとって「魅力ある中小企
業」を地域に増やし雇用を守ることは、人口減少が著しい地域の大きな「課題」でもあります。中小企業家が
中小企業はその砦であるということを自覚し、労使が共にその環境を整備する意欲を持ち、誇りを持って前進
させていくことが大切です。

生産年齢人口が 2050 年に向けて半減していく中で、このままでは中小企業の人材不足感はますます強くな
り、社員が自社の働く環境に満足していない企業では、今いる社員までもが離れていくことになりかねません。

これは、社会問題でもある一方で、中小企業の自助努力の課題でもあります。
一般的には「生産性が低い」といわれる中小企業でも、社員の生活を保障するとともに、高い志気のもと

に、自発性が発揮される状態を企業内に確立することが、企業の生産性を上げることにつながることを、多く
の同友会会員が経験しています。社員からすれば、働きやすく魅力ある企業になっていくことを実感するなか
で、企業の発展が自らの将来設計に深く関わっていると認識し、社員の働く意欲に結びつきます、

また、企業規模に関係なく労働基準法を守ることは当然のことであり、国際的に見ても日本の働く環境改善
の課題が指摘される中、本課題をないがしろにした企業経営に未来はないことを胸に刻んで働く環境の改善に
取り組みましょう。就業規則を持っていない企業は、直ちに就業規則の作成に着手しましょう。さらにその内
容を充実させるため、社員の声を聞きながら本冊子を参考に、同友会で学びながら、計画的に働く環境づくり
に取り組みましょう。

中小企業家同友会では「人を生かす経営」を、「『中小企業における労使関係の見解』（以下、労使見解、冊
子『人を生かす経営』所収）をもとにした『人間尊重経営』の実践」と定義しています。これが「魅力ある中
小企業」づくりであり、地域にその輪を広げるとともに、自社の課題解決がこれらの大きな社会的課題の解決
につながるものとして、積極的に取り組んでいく必要があります。

同友会がめざす企業は、持続可能な自立型企業であるとともに、労使の信頼関係が築かれ、社員がその自発
性を発揮し生き生きと働ける企業です。これらの企業づくりのベースとなるものが「労使見解」であり、経営
指針を柱に据え、働く環境づくりを計画的に行い、社員に働きがいのもてる企業づくりを積極的に展開するこ
とが同友会運動にとって大切な点です。

中同協では企業における経営指針実践を「指針で掲げた企業像に近づくための成果を伴う具体的な行動」と定
義し、同友会における実践運動を「労使見解の理解のもとで作成された経営指針成文化運動を行い、企業変革支
援プログラムや例会などで指針実践の進捗状況を確認する仕組みがあり、運用を広げていること」としています。

これまでの企業づくり運動が、「経営者のための企業づくり」にとどまっていないか、社員が経営指針を自
らのものとして積極的に取り組めているか、働く環境づくりが計画的に取り組まれているかなどを検証するこ
とが必要です。

このたびの『働く環境づくりの手引き』は、「働く環境づくり」の側面から、これらの課題を明確にし、さ
らにめざす企業に近づいていくために活用することが求められます。

中小企業家同友会全国協議会

※ 『働く環境づくりの手引き』（フルバージョン）をコンパクトにまとめた冊子『働く環境づくりの手引き』を
印刷物として発行しました（頒価1,000円）。社内・会内での学習ツールとしてご活用ください。ご所属の同
友会事務局でお求めください。
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